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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　市町村コードに応じて用意された複数の言語毎のウェブサイトのＵＲＬが関連づけられ
た管理情報を記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶された前記管理情報を参照して案内対象物に付され、前記市町村コー
ドが含められることで情報量を減らし、コードパターンが簡易化された二次元コードを読
み取る読み取り装置により取得された市町村コードに関するウェブサイトへのＵＲＬを抽
出し、前記言語毎のウェブサイトへのリンクを示す標識を前記読み取り装置に表示する処
理部と、
　を有することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記管理情報は、案内場所を識別する名所・名品コードを備え、
　前記処理部は、前記市町村コードに含まれる名所・名品コードに一致する管理情報を参
照する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記標識は、前記言語に対応する国の国旗である請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　コンピュータに、
　市町村コードに応じて用意された複数の言語毎のウェブサイトのＵＲＬが関連づけられ
た管理情報を参照して案内対象物に付され、前記市町村コードが含められることで情報量
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を減らし、コードパターンが簡易化された二次元コードを読み取る読み取り装置により取
得された市町村コードに関するウェブサイトへのＵＲＬを抽出し、
　前記言語毎のウェブサイトへのリンクを示す標識を前記読み取り装置に表示する、
　処理を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報処理装置およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　観光地の案内看板などの片隅や、施設などの撮影スポットに、タイトルやそのポイント
にちなむワンポイント画像などを収録した二次元コードを提供し、その二次元コードを読
み取ることでコードを復号し、表示する方法が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２８６５２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　屋外に設置された観光地の案内看板は、風雨や紫外線等に晒される。画像など、文章に
比べて比較的記憶容量を多く要するデータを含む二次元コードを看板に取り付けた場合は
、風雨や紫外線等により劣化し、読み取れなくなる場合がある。
【０００５】
　ところで、外国旅行者が地方の観光地に訪れた際に、大都市に比べて案内標識が充実し
ていない場合がある。また、日本国内では、日本語以外通じないという地域も多数存在す
る。このため、外国旅行者が案内看板などから観光地に関する情報を得ることができれば
便宜である。
　１つの側面では、本発明は、外国旅行者への観光に関する情報の提供可能性を高めるこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、開示の情報処理装置が提供される。この情報処理装置は、
記憶部と、処理部とを有している。
　記憶部は、市町村コードに応じて用意された複数の言語毎のウェブサイトのＵＲＬが関
連づけられた管理情報を記憶する。
【０００７】
　処理部は、記憶部に記憶された管理情報を参照して案内対象物に付された二次元コード
を読み取る読み取り装置により取得された市町村コードに関するウェブサイトへのＵＲＬ
を抽出し、言語毎のウェブサイトへのリンクを示す標識を読み取り装置に表示する。
【発明の効果】
【０００８】
　１態様では、外国旅行者への観光に関する情報の提供可能性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態のシステムを示す図である。
【図２】端末装置のモニタに表示される画面を説明する図である。
【図３】実施の形態のＵＲＬ管理サーバのハードウェア構成を示す図である。
【図４】実施の形態のＵＲＬ管理サーバの機能を示すブロック図である。
【図５】記憶部に記憶されている情報を説明する図である。
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【図６】記憶部に記憶されている情報を説明する図である。
【図７】実施の形態のシステムの処理を説明するシーケンス図である。
【図８】ＵＲＬ管理サーバの処理を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施の形態のシステムを、図面を参照して詳細に説明する。
　＜実施の形態＞
　図１は、実施の形態のシステムを示す図である。
【００１１】
　実施の形態のシステム１は、案内標識２と、端末装置３と、ＵＲＬ（Uniform Resource
 Locator）管理サーバ（コンピュータ）４と、ウェブサイト管理サーバ５とを有している
。
【００１２】
　案内標識２には、観光スポットや、宿泊宿、食事どころ、温泉、地域の名産、名品、道
の駅等、観光客にとって有益となり得る情報が絵や文章等により記載されている。この案
内標識２は、例えば、観光地近傍の駅前等、列車から降りた旅行者が目にし易い場所等に
設置されている。また他の例では、案内標識２は、道の駅や高速道路のサービスエリア等
、車から降りた旅行者が目にし易い場所等に設置されている。
【００１３】
　本実施の形態の案内標識２は、日本語のみで記述されている。このため、日本語を読め
ない外国人は、案内標識２に記載された詳細な内容を把握することが難しい。
【００１４】
　この案内標識２の片隅には二次元コード６が設置されている。二次元コード６は、白色
及び黒色のセルを二次元的に配置したものである。二次元コード６としては、例えばＱＲ
コード（登録商標）等が挙げられる。
【００１５】
　なお、本実施の形態では、案内標識に二次元コードを設置する例を説明するが、バスの
停留所や、観光用リーフレット、鉄道案内図、鉄道時刻表等、観光客がよく目にする物、
場所に二次元コードを設置するのが好ましい。
【００１６】
　図１に示す二次元コード６には、当該案内標識２に記載（表示）された市町村の、市町
村コードおよび名所・名品コードが含まれている。市町村コードは、全国の地方公共団体
（都道府県、市区町村、その他）、および単独の地方公共団体ではないけれども統計上の
区画として使用される郡などに対して、一定の規則に基づいて付与された５桁の数によっ
て構成されている。
　市町村コードの５桁の数のうち、上２桁は都道府県を表す。"０１"の北海道から"４７"
の沖縄県まで、北から順に番号が与えられている。
【００１７】
　市町村コードの３桁めは，まずその区域が市部に属するか、郡部に属するかを表してい
る。政令指定都市および東京都の特別区は"１"，その他の市は"２"、そして郡部に属する
町村には"３"以上の数が与えられている。
【００１８】
　名所・名品コードは、案内標識２に表示されている名所や名品に関するウェブサイトに
アクセスするために設けられたコードである。同じ市町村内に存在する案内標識であって
も、標識に表示される内容は場所に応じて異なる場合がある。二次元コードに名所・名品
コードを含ませることにより、案内標識２に表示されている名所や名品に関するウェブサ
イトにアクセスすることができる。
【００１９】
　二次元コード６に市町村コードおよび名所・名品コードを含ませた場合、例えば、二次
元コード６に画像等の情報を含ませる場合に比べて二次元コード６の情報量が少なくなる
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。従って、二次元コード６の構造（コードパターン）を簡易なものにすることができる。
【００２０】
　案内標識２が屋外に設置されている場合、二次元コード６も雨風や紫外線などに晒され
る。この場合でも二次元コード６のコードパターンが簡易であるため、パターンが複雑な
二次元コードに比べて、劣化した場合でも二次元コード６に含まれる情報を読み取れる可
能性が高くなる。なお、二次元コードは前述した市町村コードおよび名所・名品コード以
外にも、案内標識を設置する箇所に応じた特有のコードを持っていてもよい。
【００２１】
　端末装置３は、旅行者が携帯する装置である。端末装置３としては、例えば、携帯電話
や、スマートフォン等が挙げられる。この端末装置３は、ネットワーク７を介してＵＲＬ
管理サーバ４とウェブサイト管理サーバ５とに接続されている。
【００２２】
　端末装置３は、撮像装置（図示せず）とタッチパネル形式のモニタ３ａとを有している
。端末装置３は、撮像装置を用いて二次元コード６から読み取った市町村コードをネット
ワーク７を介してＵＲＬ管理サーバ４に送信する。
【００２３】
　ウェブサイト管理サーバ５は、案内標識２に表示された観光スポットや、宿泊宿、食事
どころ等に関する内容や、目的地までの交通機関や、クレジットカードが利用可能な施設
や、ＡＴＭ等が異なる言語で記載された観光ウェブサイト（例えば、英語版ウェブサイト
、ドイツ語版ウェブサイト等）を管理している。
【００２４】
　ＵＲＬ管理サーバ４は、端末装置３から送られてきた市町村コードに基づき、旅行者が
理解できる言語に応じた観光ウェブサイトを旅行者に提供するよう補助する。具体的には
、ＵＲＬ管理サーバ４は、端末装置３から送られてきた市町村コードに基づき、複数の言
語に対応する国旗を含む表示用データを端末装置３に送信する。
　端末装置３は、ＵＲＬ管理サーバ４から受信した表示用データを端末装置３のモニタ３
ａに表示する。
【００２５】
　図２は、端末装置のモニタに表示される画面を説明する図である。
　図２に示す端末装置のモニタ３ａには、ＵＲＬ管理サーバ４から受信した表示用データ
に含まれる国旗に基づき表示された国旗３１ａ～３１ｊを示す画面３０が表示されている
。
【００２６】
　旅行者が画面３０に表示された国旗３１ａ～３１ｊを選択（クリック）することで、対
応する外国語の観光ウェブサイトのＵＲＬにジャンプするようになっている。例えば、イ
ギリスの国旗３１ｃをクリックすると、端末装置３は、案内標識２に関する情報が英語で
記載された観光ウェブサイトへのアクセス要求をウェブサイト管理サーバ５に送信する。
　ウェブサイト管理サーバ５は、ウェブサイト表示要求に対応する言語の観光ウェブサイ
トを端末装置３に送信する。
　このシステム１によれば、観光地に訪れた外国人は、観光地に関する情報を容易に取得
することができる。
　以下、開示のシステムをより具体的に説明する。
【００２７】
　図３は、実施の形態のＵＲＬ管理サーバのハードウェア構成を示す図である。
　ＵＲＬ管理サーバ４は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１によって装置全体
が制御されている。ＣＰＵ１０１には、バス１０８を介してＲＡＭ（Random Access Memo
ry）１０２と複数の周辺機器が接続されている。
【００２８】
　ＲＡＭ１０２は、ＵＲＬ管理サーバ４の主記憶装置として使用される。ＲＡＭ１０２に
は、ＣＰＵ１０１に実行させるＯＳ（Operating System）のプログラムやアプリケーショ
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ンプログラムの少なくとも一部が一時的に格納される。また、ＲＡＭ１０２には、ＣＰＵ
１０１による処理に使用する各種データが格納される。
【００２９】
　バス１０８には、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ:Hard Disk Drive）１０３、グラフ
ィック処理装置１０４、入力インタフェース１０５、ドライブ装置１０６、および通信イ
ンタフェース１０７が接続されている。
【００３０】
　ハードディスクドライブ１０３は、内蔵したディスクに対して、磁気的にデータの書き
込みおよび読み出しを行う。ハードディスクドライブ１０３は、ＵＲＬ管理サーバ４の二
次記憶装置として使用される。ハードディスクドライブ１０３には、ＯＳのプログラム、
アプリケーションプログラム、および各種データが格納される。なお、二次記憶装置とし
ては、フラッシュメモリ等の半導体記憶装置を使用することもできる。
【００３１】
　グラフィック処理装置１０４には、モニタ１０４ａが接続されている。グラフィック処
理装置１０４は、ＣＰＵ１０１からの命令に従って、画像をモニタ１０４ａの画面に表示
させる。モニタ１０４ａとしては、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）を用いた表示装置や、液
晶表示装置等が挙げられる。
【００３２】
　入力インタフェース１０５には、キーボード１０５ａとマウス１０５ｂとが接続されて
いる。入力インタフェース１０５は、キーボード１０５ａやマウス１０５ｂから送られて
くる信号をＣＰＵ１０１に送信する。なお、マウス１０５ｂは、ポインティングデバイス
の一例であり、他のポインティングデバイスを使用することもできる。他のポインティン
グデバイスとしては、例えばタッチパネル、タブレット、タッチパッド、トラックボール
等が挙げられる。
【００３３】
　ドライブ装置１０６は、例えば、光の反射によって読み取り可能なようにデータが記録
された光ディスクや、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）メモリ等の持ち運び可能な記録媒
体に記録されたデータの読み取りを行う。例えば、ドライブ装置１０６が光学ドライブ装
置である場合、レーザ光等を利用して、光ディスク２００に記録されたデータの読み取り
を行う。光ディスク２００には、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）、ＤＶＤ（Digital Versat
ile Disc）、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、ＣＤ
－Ｒ（Recordable）／ＲＷ（ReWritable）等が挙げられる。
【００３４】
　通信インタフェース１０７は、ネットワーク７に接続されている。通信インタフェース
１０７は、ネットワーク７を介して、他のコンピュータまたは通信機器との間でデータを
送受信する。
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。なお、図２にはＵＲＬ管理サーバ４のハードウェア構成を示したが、他のコンピュ
ータも同様のハードウェア構成である。
　図３に示すようなハードウェア構成のＵＲＬ管理サーバ４内には、以下のような機能が
設けられる。
【００３５】
　図４は、実施の形態のＵＲＬ管理サーバの機能を示すブロック図である。
　ＵＲＬ管理サーバ４は、記憶部４１と、受信部４２と、処理部４３と、送信部４４とを
有している。
　記憶部４１には、市町村コードに基づき、前述した表示用データを作成するためのデー
タが記憶されている。
　図５は、記憶部に記憶されている情報を説明する図である。
　記憶部４１には、情報がテーブル化されて記憶されている。
　テーブルＴ１は、市町村毎に設けられている。すなわち、市町村コード毎に１つのテー
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ブルＴ１が設けられている。
【００３６】
　テーブルＴ１には、市町村コード、名所・名品コード、外国語コード、国旗コード、お
よび外国語別ＵＲＬの欄が設けられている。横方向に並べられた情報同士が互いに関連づ
けられている。
　市町村コードの欄には、市町村コードが格納されている。
【００３７】
　名所・名品コードの欄には、例えば案内標識２に表示されている名所や名品に関するデ
ータにアクセスするために設けられた名所・名品コードが格納されている。この名所・名
品コードは、案内場所を識別するコードである。
　外国語コードの欄には、外国語を識別する外国語コードが格納されている。例えば、日
本語の外国語コードは「０１」、英語の外国語コードは「０２」である。
　国旗コードの欄には、国旗を識別する国旗コードが格納されている。例えば、日本国旗
の国旗コードは「０１」、イギリス国旗の国旗コードは「０２」である。
【００３８】
　外国語別ＵＲＬの欄には、各言語に対応する観光ウェブサイトのＵＲＬが格納されてい
る。例えば、「http://www.town.xxx.hokkaido.dojp/~01」は、xxx町における名所・名品
コードが「００」の日本語の観光ウェブサイトであり、「http://www.town.xxx.hokkaido
.dojp/~02」は、xxx町における名所・名品コードが「００」の英語の観光ウェブサイトで
ある。これらの観光ウェブサイトには、名所・名品コード「００」に対応する名所・名品
に関する情報が含まれている。
【００３９】
　ところで、図示していないが、名所・名品コードが「０１」のテーブルには、名所・名
品コードが「００」の英語の観光ウェブサイトとは異なるＵＲＬが格納される。これらの
観光ウェブサイトには、名所・名品コード「０１」に対応する名所・名品に関する情報が
含まれている。
【００４０】
　図６は、記憶部に記憶されている情報を説明する図である。
　記憶部４１には、端末装置３が読み取った二次元コードに基づき、国旗をモニタ３ａに
表示するための情報がテーブル化されて記憶されている。
　テーブルＴ２には、外国語コード、外国語、国旗コード、および国旗の欄が設けられて
いる。横方向に並べられた情報同士が互いに関連づけられている。外国語コード、国旗コ
ードの内容はテーブルＴ１にて説明したものと同じである。
　外国語の欄には、外国語を示す情報が格納されている。
　国旗の欄には、端末装置３のモニタ３ａに表示する国旗の画像が格納されている。
　再び図３に戻って説明する。
　受信部４２は、端末装置３が送信する市町村コードを受信する。
【００４１】
　処理部４３は、受信部４２が受信した市町村コードおよび名所・名品コードの組み合わ
せに一致する市町村コードおよび名所・名品コードの組み合わせが格納されたテーブルＴ
１を、記憶部４１から抽出する。そして、処理部４３は、抽出したテーブルＴ１に設定さ
れている国旗コードに対応する国旗をテーブルＴ２から抽出する。そして、処理部４３は
、国旗コードを用いて、国旗に対応する外国語別ＵＲＬを関連づけたリンクデータを生成
する。
　処理部４３は、リンクデータを取りまとめた表示用データを生成する。
　送信部４４は、処理部４３が生成した表示用データを端末装置３に送信する。
【００４２】
　表示用データを端末装置３が受信することで、端末装置３は、図２にて説明したように
、画面３０を表示する。そして、例えば、ユーザが、イギリスの国旗３１ｃをクリックす
ると、端末装置３は、「http://www.town.xxx.hokkaido.dojp/~02」へのアクセス要求を
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ウェブサイト管理サーバ５に送信する。
　次に、システム１の処理を、シーケンス図を用いて説明する。
【００４３】
　図７は、実施の形態のシステムの処理を説明するシーケンス図である。
　［シーケンスＳｅｑ１］　端末装置３は、二次元コード６に格納されている情報を読み
取る。
　［シーケンスＳｅｑ２］　端末装置３は、読み取った情報をＵＲＬ管理サーバ４に送信
する。
　［シーケンスＳｅｑ３］　ＵＲＬ管理サーバ４は、表示用データを端末装置３に送信す
る。
　［シーケンスＳｅｑ４］　端末装置３は、受信した表示用データを用いて画面３０をモ
ニタ３ａに表示する。
　［シーケンスＳｅｑ５］　画面３０に表示された国旗が選択されると、端末装置３は、
対応する外国語別ＵＲＬへのアクセス要求をウェブサイト管理サーバ５に送信する。
　［シーケンスＳｅｑ６］　ウェブサイト管理サーバ５は、アクセス要求に含まれる外国
語ＵＲＬに基づくウェブページを端末装置３に送信する。なお、ウェブサイト管理サーバ
５は、対応する外国語別ＵＲＬへのアクセス要求に基づき、どの国旗が何回選択されたか
を集計することで、国別の来場者数をカウントするようにしてもよい。どの言語圏の人が
どこにどれくらい来たのかが分かるので、例えば案内標識２毎に国別の来場者カウントを
することができる。これを応用すれば、来場者数をカウントしたい箇所に案内標識を設け
ることにより、その箇所での来場者数をカウントすることができる。
　［シーケンスＳｅｑ７］　端末装置３は、受信したウェブページをモニタ３ａに表示す
る。
　次に、ＵＲＬ管理サーバ４の処理をフローチャートを用いて説明する。
【００４４】
　図８は、ＵＲＬ管理サーバの処理を説明するフローチャートである。
　［ステップＳ１］　受信部４２は、端末装置３が送信した二次元コード６に格納されて
いる情報を受信する。その後、ステップＳ２に遷移する。
　［ステップＳ２］　処理部４３は、受信部４２が受信した市町村コードおよび名所・名
品コードを読み取る。その後、ステップＳ３に遷移する。
【００４５】
　［ステップＳ３］　処理部４３は、記憶部４１を参照し、ステップＳ２にて読み取った
市町村コードおよび名所・名品コードに一致するテーブルＴ１が存在するか否かを判断す
る。ステップＳ２にて読み取った市町村コードおよび名所・名品コードに一致するテーブ
ルＴ１が存在する場合（ステップＳ３のＹｅｓ）、ステップＳ４に遷移する。ステップＳ
２にて読み取った市町村コードおよび名所・名品コードに一致するテーブルＴ１が存在し
ない場合（ステップＳ３のＮｏ）、ステップＳ９に遷移する
【００４６】
　［ステップＳ４］　処理部４３は、ステップＳ３にて市町村コードおよび名所・名品コ
ードが一致したテーブルＴ１のレコードを１つ選択する。その後、ステップＳ５に遷移す
る。
【００４７】
　［ステップＳ５］　処理部４３は、当該レコードの国旗コードに対応する国旗をテーブ
ルＴ２から取得する。そして、処理部４３は、取得した国旗を当該レコードの外国語別Ｕ
ＲＬの欄に設定されているＵＲＬに関連づけたリンクデータを生成する。その後、ステッ
プＳ６に遷移する。
【００４８】
　［ステップＳ６］　処理部４３は、未処理の（ステップＳ４～Ｓ５の処理を行っていな
い）レコードが存在するか否かを判断する。未処理のレコードが存在する場合（ステップ
Ｓ５のＹｅｓ）、ステップＳ４に遷移し、ステップＳ４以下の処理を引き続き実行する。
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未処理のレコードが存在しない場合（ステップＳ５のＮｏ）、ステップＳ７に遷移する。
　［ステップＳ７］　処理部４３は、ステップＳ５にて作成したリンクデータを取りまと
めた表示用データを生成する。その後、ステップＳ８に遷移する。
　［ステップＳ８］　送信部４４は、ステップＳ７にて生成された表示用データを端末装
置３に送信する。その後、図８に示す処理を終了する。
　［ステップＳ９］　処理部４３は、エラーを端末装置３に応答する。その後、図８に示
す処理を終了する。
【００４９】
　以上述べたように、システム１によれば、観光地に訪れた外国人の話す言語に対応する
観光地のウェブサイトを端末装置３のモニタ３ａに表示することができる。これにより、
観光地に訪れた外国人が、観光地に関する情報をより取得し易くなる。
【００５０】
　また、二次元コード６に埋め込む情報は、５桁の市町村コードと２桁の名所・名品コー
ドと、非常に小さい容量のデータである。これにより、二次元コード６のバージョン数を
小さく（セルの大きさを大きく）することができる。このため、風雨や紫外線により案内
標識２に印刷された二次元コード６が劣化した場合においても読み取れる可能性が高まる
。
　また、観光施設の利用情報等が代わった場合においても、ウェブサイトを修正すること
で、案内標識の修正をするよりも容易に情報を修正することができる。
【００５１】
　また、ウェブサイトを閲覧した外国人が観光施設を利用した感想等をウェブサイトにア
ップデートできるようにすることで、外国人観光者から得られる情報を他の外国人に提供
することができる。
【００５２】
　また、前述したように、二次元コードは前述した市町村コードおよび名所・名品コード
以外にも、案内標識を設置する箇所に応じた特有のコードを持っていてもよい。
【００５３】
この特有のコードを二次元コードに持たせて、端末装置３が読み取った二次元コードの順
番を例えば記憶部４２に記憶していくことにより、外国人観光者の移動情報を知ることが
できる。
【００５４】
　例えば、ＧＰＳを用いた位置検出であれば、システムの都合上１０～数十ｍ程度の誤差
が出る。これに対し、本実施の形態のシステムによれば、１つの施設内に複数の二次元コ
ードを割り振れば、狭い施設でも、「どこからどの順で外国人観光者が施設を見て回った
のか」の情報を知ることができる。
【００５５】
　さらに、特有のコードを持たせることで、端末装置３がこのコードを読み取った時点で
の外国人観光者の現在位置情報をシステム側で把握することができる。例えば、その外国
人が選択した言語と現在位置情報を紐づけた情報を他の端末装置を保持する観光者に公開
することにより、同じ言語をしゃべる外国人観光者がどこにいるかを知ることができる。
【００５６】
　なお、ＵＲＬ管理サーバ４が行った処理が、複数の装置によって分散処理されるように
してもよい。例えば、１つの装置が、リンクデータを生成しておき、他の装置が、そのリ
ンクデータを用いて表示用データを生成するようにしてもよい。
【００５７】
　以上、本発明の情報処理装置およびプログラムを、図示の実施の形態に基づいて説明し
たが、本発明はこれに限定されるものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意
の構成のものに置換することができる。また、本発明に、他の任意の構成物や工程が付加
されていてもよい。
　また、本発明は、前述した各実施の形態のうちの、任意の２以上の構成（特徴）を組み



(9) JP 6180402 B2 2017.8.16

10

20

30

40

合わせたものであってもよい。
【００５８】
　なお、上記の処理機能は、コンピュータによって実現することができる。その場合、Ｕ
ＲＬ管理サーバ４が有する機能の処理内容を記述したプログラムが提供される。そのプロ
グラムをコンピュータで実行することにより、上記処理機能がコンピュータ上で実現され
る。処理内容を記述したプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録し
ておくことができる。コンピュータで読み取り可能な記録媒体としては、磁気記憶装置、
光ディスク、光磁気記録媒体、半導体メモリ等が挙げられる。磁気記憶装置には、ハード
ディスクドライブ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、磁気テープ等が挙げられる。光ディ
スクには、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ／ＲＷ等が挙げられる。光磁気記録媒
体には、ＭＯ（Magneto-Optical disk）等が挙げられる。
【００５９】
　プログラムを流通させる場合には、例えば、そのプログラムが記録されたＤＶＤ、ＣＤ
－ＲＯＭ等の可搬型記録媒体が販売される。また、プログラムをサーバコンピュータの記
憶装置に格納しておき、ネットワークを介して、サーバコンピュータから他のコンピュー
タにそのプログラムを転送することもできる。
【００６０】
　プログラムを実行するコンピュータは、例えば、可搬型記録媒体に記録されたプログラ
ムもしくはサーバコンピュータから転送されたプログラムを、自己の記憶装置に格納する
。そして、コンピュータは、自己の記憶装置からプログラムを読み取り、プログラムに従
った処理を実行する。なお、コンピュータは、可搬型記録媒体から直接プログラムを読み
取り、そのプログラムに従った処理を実行することもできる。また、コンピュータは、ネ
ットワークを介して接続されたサーバコンピュータからプログラムが転送される毎に、逐
次、受け取ったプログラムに従った処理を実行することもできる。
【００６１】
　また、上記の処理機能の少なくとも一部を、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）、Ａ
ＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＰＬＤ（Programmable Logic De
vice）等の電子回路で実現することもできる。
【符号の説明】
【００６２】
　１　システム
　２　案内標識
　３　端末装置
　４　ＵＲＬ管理サーバ
　５　ウェブサイト管理サーバ
　６　二次元コード
　３０　画面
　４１　記憶部
　４２　受信部
　４３　処理部
　４４　送信部
　Ｔ１、Ｔ２　テーブル
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